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は
じ

め
に

今
回
、
こ
れ
ま
で
の
私

の
太
政
官
制
を
扱

っ
た

一
連

の
研
究
を
補
足
す

(1
)

る

一
文
を
発
表
す
る
。
私
は
か

つ
て
、
二
本
の
論
文
を
通
じ
て
十
世
紀
前

半

の
太
政
官
制

の
変
質

に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
説

い
た
。

そ
の
変
質
は
、
中
納
言
以
上

か
ら
成
る
上
卿
が
各
々
、
責
任
を
も

っ
て

太
政
官

の
政
務
を
分
担
し
、
太
政
官

の
命
令
が
、
そ
の
上
卿
が
弁
官
を
通

じ
て
発
す
る
宣
旨
で
出
さ
れ
る
形
を
つ
く
る
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
「公
式
令
」
に
も
と
つ

く
公
式
様
文
書

に
か
わ

っ
て
、
よ
り
簡
略

な
宣
旨
な
ど
の
公
家
様
文
書
が

ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
上
卿

に
よ
る
国
政

の
分
担
は
、
律
令

の
条
文
通
り
の
運
用

か
ら
は
ず
れ
て
い
る
が
、
け

っ
し
て
律
令
の
原
則
を
は
な
れ
た
も
の
で
は

な
い
。

つ
ま
り
、
律
令
太
政
官
制

の
最
終
的
な
…機
構
改
革
が
、
十
世
紀
前

半
に
行
わ
れ
て
、
摂
関
期

つ
ま
り
十

一
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
ま
で
そ
の
形
が

う
け

つ
が
れ
た
。

つ
い
で
、
院
政
期

つ
ま
り
十

一
世
紀
末
以
降
、
第
二
の
大
が
か
り
な
国

政
改
革
が
な
さ
れ
、
型
通
り
の
太
政
官

の
政
務
運
用
は
重
ん
じ
ら
れ
な
く

な

っ
た
。

つ
ま
り
、
そ
れ
に
か
わ

っ
て
陣
定

つ
い
で
院
評
定
と
い
っ
た
そ
の
と
き

の
実
質
上

の
力
関
係

の
う
え
に
た
つ
…機
構
が
国
政
を
握
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
太
政
官
政
治
は
形
式
化
す
る
が
、
お
お
む
ね
十
世
紀

前
半

の
形

の
ま
ま
で
中
世
に
う
け
つ
が
れ
て
い
く
。

こ
こ
に
述

べ
た
見
通
し
は
、
太
政
官
制

の
成
立
に
つ
い
て
の
私
の

一
連

(2
)

の
研
究
と

一
体

の
も
の
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
で
は
、
畿
内

の
有
力
豪
族

の

集
団
が
政
治
を
動
か
す
形
が
と
ら
れ
て
い
た
。
七
世
紀
に
、

か
れ
ら
は
大

夫

の
地
位

に
つ
き
政
務
を
分
担
し
た
が
、
七
世
紀
末
に
そ
の
形
を
唐

の
官

制
に
近
づ
け
る
形
で
太
政
官
制
が
完
成
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
以
後
、
律
令

に
も
と
つ

い
て
国
政
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

が
、
有
力
豪
族

の
あ
い
だ
に
は
唐
風
の
官
制
よ
り
大
和
朝
廷
以
来
の
慣
行

を
重
ん
じ
る
発
想
が

つ
よ
か

っ
た
。
そ
れ
が
、
太
政
官
政
治

の
運
営
方
法
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を
し
だ
い
に
変
え
て
、
上
卿

に
よ
る
国
政

の
分
担
や
、
弁
官
を

つ
う
じ
た

宣
旨
の
発
行

の
方
式
を
う
み
出

し
た
。

十
世
紀
前
半

の
太
政
官
制

の
変
質
を
論
じ
た
小
稿
が
出
さ
れ
た
の
ち
に
、

太
政
官
の
政
務
や
宣
旨

の
あ
り

か
た
を
扱

っ
た
興
味
深

い
研
究
が
い
く

つ

(
3
)

か
出
さ
れ
た
。
今
回
そ
う

い
っ
た
も

の
を
ふ
ま
え
て
私
見
を
ま
と
め
な
お

す
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
近
年
私
が
発
表
し
た
少
納
言
を
扱

っ

(
4
)

た
研
究
と
深
く
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。

十
世
紀
前
半

に
、
太
政
官

の
命
令

の
多
く
は
弁
官
と
史
が
か
か
わ
る
弁

官
宣
旨
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
来
な
ら
少
納
言

の
下
役
で
あ
る

べ
き
外
記
が
そ
の
こ
ろ
太
政
官

の
事
務
官
と
し
て
先
例

の
調
査
な
ど
に
大

き
な
働
き
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
公
卿
、
弁
官
、
史
、
外
記
以
外
の
太

政
官
四
等
官
、
少
納
言
だ
け
が
浮

い
た
形
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
少
納
言

の
あ
り
か
た
の
中
に
、
以
下
の
考
察
を
す
す
め
る
上

で
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
て
い
ね

い
に
述

べ
る
よ
う
に
近
年

の

諸
研
究

に
よ
り
、
十
世
紀
前
半

の
太
政
官
制

の
変
質
の
前
史
が
明
ら
か
に

な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
中

に
多
様
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
本

質
的
な
も
の
を
見
落
と
し
た
も

の
や
、
儀
式
上

の
も
の
と
実
質
的
な
も
の

と
を
混
同
し
た
も

の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

以
下
、
近
年
の
諸
研
究
を
見

な
お
し

つ
つ
、
十
世
紀
前
半

の
太
政
官
政

治
の
変
質

の
意
義
を
考
え
て
い
こ
う
。

一
、
弁
官
宣
旨

の
役
割

(5
)

前

に
発
表

し
た
私
見
と
異
な

る
立
場
か
ら
、
宣
旨

に
関

し
て
早
川
庄

(
6
)

(
7
)

八
氏
と
吉
川
真
司
氏
が
興
味
深
い
説
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
二
説
を
紹

介

し
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
を

つ
う
じ
て
、
弁
官
宣
旨
が
作
ら
れ

た
意
味
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
題
に
入
る
前

に
、
私

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
私
は
、
十
世
紀
前
半

に
そ
れ
ま
で
の

公
式
様
文
書

に
加
え
て
公
家
様
文
書
が
正
式
な
朝
廷

の
文
書
と
し
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
点
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

「大
宝
律
令
」
が
施
行
さ
れ
た
あ
と
、
公
式
様
文
書
が
朝
廷

の
正
式
な

文
書
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
そ
の
と
き

の
朝
廷
に
非
公
式
な
文
書
が
あ

っ

て
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
公
式
な
さ
ま
ざ
ま

の
文
書

の
中
か
ら
九
世

紀
は
じ
め
に
外
記
宣
旨
が
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
十
世
紀
前
半

に
弁
官
宣
旨

が
太
政
官
の
命
令
を

つ
た
え
る
文
書
と
し
て
ひ
ろ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。つ

ま
り
、
十
世
紀
前
半

の
弁
官
宣
旨

の
出
現
が

一
つ
の
区
切
り
を
な
す

も

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

の
多
様
な
朝
廷

の
非
公
式
な
文
書

の
あ
り
か
た

は
、
大
し
て
重
要

で
は
な

い
。

こ
の
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
多
く

の
朝
廷
の
非
公
式
な
文
書
を
上
げ

て
い
く
と
、
十
世
紀
前

半

の
重
大
な
変
化
を
見
す
ご
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

早
川
庄

八
氏

の
説

に
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
氏
は

「宣
旨
は

施
行
文
書

で
も
下
達
文
書
で
も
な
い
。
そ
れ
は
音
声
の
世
界
、

口
頭
伝
達

の
場

で
、
命
令
を
う
け
た
者
が
、
う
け
た
命
令
を
そ
の
ま
ま
書
き
記
し
た

(
8
)

書
類
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。

こ
れ
ま
で
太
政
官

の
命
令
を
弁
官
が

つ
た
え
る
た
め
に
つ
く

っ
た
と
さ

れ
て
い
た
宣
旨
の
中

に
、
施
行
文
書

で
も
下
達
文
書
で
も
な
い
も
の
が
あ
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弁官宣旨と上卿

り
、
八
世
紀

の
正
倉
院
文
書

の
中
に
も
宣
旨
が
あ
る
と
、
早
川
氏
は
い
う
。

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
余
計
な
多
様
な
も
の
を
弁
官
宣
旨
と
ひ
と
ま
と
め

に
し
て
扱

っ
た
こ
と
か
ら
生
じ

た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

早
川
氏

は
、
『朝
野
群
載
』
巻
十
二
内
記
に
お
さ
め
る

一
つ
の
文
書
を

み
て
、
宣
旨
を
太
政
官

の
命
令

を

つ
た
え
る
施
行
文
書
と
す
る
見
解

に
疑

(
9
)

問
を
も

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「奉
二
位
記
宣
旨
書
様

一」
と
い
う
内
容

を
内
記
に
つ
た
え
る
も

の
で
あ

る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
、
大
納
言
か
中
納

言
が
大
内
記

に
宣
旨
作
成
を
指
示
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
大
内
記
が
そ
の

文
書
を
根
拠

に
誰
か
に
命
令
す

る
こ
と
は
な
い
。
大
内
記
が
記
す
位
記
は
、

こ
れ
と
は
別

に
つ
く
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
文
書
が
宣
旨
で
あ
る
な
ら

ば
、
す
べ
て
の
宣
旨
が
施
行
文
書
で
あ
る
と
い
え
な
く
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
文
書
は
明
ら

か
に
弁
官
宣
旨
と
異
な
る
性
質

の
文
書

で

あ
る
。
大
臣
や
大
納
言
、
中
納

言

の
命
令
を
弁
官
が
う
け
、
弁
官
も
し
く

は
史
が
そ
の
こ
と
を
記
す
文
書
を

つ
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
章
を
弁
官

も
し
く
は
史
か
ら
う
け
取

っ
た
者
は
、
文
書

に
記
さ
れ
た
権
利
を
与
え
ら

れ
る
か
、
文
書

に
記
さ
れ
た
行
為
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
れ

が
弁
官
宣
旨

で
あ
る
。

早
川
氏
が
あ
げ

た
大
内
記
あ

て
の
位
記

の
文
書
は
、
上
卿
と
内
記
と
の

間

で
か
わ
さ
れ
る
だ
け

の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
弁
官
宣
旨
は
弁
官

に
と
ど
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
上
卿

か
ら
弁
官
を
通
じ
て
外
部

の
も

の
に
与
え
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。

『新
任
弁
官
抄
』
に
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
文
書
が

い
く

つ
か
出

て
く

る

が
、
そ
れ
は
弁
官
宣
旨
で
は
な
い
。
上
卿

(中
納
言
)
か
ら
弁
官

(右
少

弁
)
に
出
さ
れ
て
弁
官
で
と
ど
め
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。

宣
旨
。

掃
部
寮
申
請
某
事
。
在
二
続
文
一。

仰
下
任
二
続
文

一依
上レ請
。

右
早
可
レ被
二
下
知

一之
状
如

レ件
。

月

日

中
納
言

右
少
弁
殿

平
安
時
代
後
期
に
は
、
政
務
上

の
連
絡
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
文
書
が

多
く

つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
弁
官
宣
旨
と
は
別
の
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
を
う
け
た
右
少
弁
が
、
中
納
言

の

「宣
」
を
記
す
掃
部
寮
あ
て
の
弁

官
宣
旨
を
新

た
に
記
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
右

に
あ
げ
た
文
書
は
用
が

す
め
ぽ
不
要

に
な
り
、
新
た
に
記
さ
れ
た
弁
官
宣
旨
が
太
政
官

の
命
令
を

施
行
す
る
文
書
に
な
る
。

も

っ
と
も
早
川
氏
自
身
も
、
す
べ
て
の
宣
旨
が
施
行
文
書
、
下
達
文
書

で
は
な
い
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
氏
は
、
時
代
が
降
る
に
し
た

が
い

「宣
旨
が
そ
の
ま
ま
当
事
者

に

"発
給
"
さ
れ
る
に
い
た
る
。
特
に

(
10

)

下
弁
官
宣
旨
の
場
合
に
そ
の
傾
向
が
強

い
」
と
記
し
て
い
る
。

宣
旨
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
び
と
が
、
弁
官

か
ら
宣
旨
と
い
う
文

書
を
下
さ
れ
る
こ
と
が
太
政
官

の
命
令
を
う
け
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
考

え
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
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中
世
に
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
き

わ
め
て
多
く
の
弁
官
宣
旨
が
、
寺
社
や
公

家
で
た
い
せ

つ
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
は
、
宣
旨
を
施
行
文
書
と
し
て
用
い

る
こ
と
が
、
時
代
が
降

っ
た
さ

い
に
生
じ
た
例
外
的
出
来
事
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
弁
官
宣
旨

の
出
現

を

一
つ
の
転
換
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ

(
11

)

(
12

)

る
。
岡
野
浩
二
氏
や
森
田
悌
氏

の
研
究

に
よ
っ
て
、
近
年
、
弁
官
宣
旨
の

出
現
が
九
世
紀
な
か
ぽ
ま
で
さ

か
の
ぼ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
十
世
紀
前
半

に
太
政
官
政
治
の
あ
り
か
た
が
か
わ

っ
た
こ
と

に
よ
り
、
多
く
の
弁
官
宣
旨
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
見
通

し
は
有
効

で
あ
ろ
う
。

早
川
庄
八
氏
は
、
宣
旨
の
範
囲
を
き
わ
め
て
広
く
と

っ
て
い
る
。
た
と

え
ぽ
、
宝
亀
四
年

(七
七
三
)
三
月
五
日
太
政
官
符

(『大
日
本
古
文
書
』

二
一
巻
二
八
○
頁
)
を
紹
介

し
、
そ
れ
が

つ
く
ら
れ
た
背
後

に
官
符

の
内

(13

)

容
を
内
臣
か
ら
弁
官

に
つ
た
え

ら
れ
た
宣
旨
が
あ

っ
た
と

い
う
。

こ
の
よ
う
な
み
か
た
に
た
つ
と
、
宣
旨
の
定
義
を
ど
こ
ま
で
も
拡
大
し

て
い
か
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
。
公
的
権
力
を
も

つ
人
間
が
発
し
た
文
書
や
、

か
れ
の
言
葉
を
覚
え
書
き
に
し
た
も
の
が
、
す
べ
て
宣
旨
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
「大
宝
律
令
」

の
施

行
と
と
も

に
宣
旨
が
出
現
し
た
こ
と

に
な

り
、
さ
ら
に
宣
旨

の
起
源
は
律
令
制
以
前
の
大
和
朝
廷

の
中

に
求
め
ね
ぽ

な
ら
ぬ
。

「宣
旨
」

の
語
が
す
べ
て
、
公
家
様
文
書

の

一
つ
と
し
て
の
整

っ
た
形

を
も

つ
施
行
文
書
を
あ
ら
わ
す

も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
、

(14

)

早
川
庄
八
氏

の
研
究
を
高
く
評
価
す
る
必
要
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

公
家
様
文
書

の
出
現

の
歴
史
的
意
義
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

べ
き
で
は
な
い
。

十
世
紀
末
ご
ろ
の
朝
廷
の
政
務

の
あ
り
さ
ま
を
記
し
た

『西
宮
記
』
に
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。

依

二
内

外

諸

司

、

諸

所

々
、

諸

寺

、

諸

人

、

僧

俗

等

、

申

請

一
、

所

レ

下

宣

旨

、

其

色

目

不

レ
可

二
計

書

一。

(中

略

)
惣

給

二
官

符

、

宣

旨

一

等

事

、

皆

悉

以

下

二
弁

官

一也

。

(巻

二
臨
時

二
宣

旨
事

条
)

こ
こ
で
、
諸
司
や
所
々
、
諸
寺
、
諸
人
、
僧
俗
の
申
請
を
う
け
て
太
政

官
が
命
令
を
下
す
と
き
に
は
、
す
べ
て
弁
官
か
ら
官
符
や
宣
旨
を
出
す
形

を
と
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
軽

ん
じ
て
は
な
ら
な

い
。

弁
官
宣
旨
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
世
紀
前
半
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
右

に
あ
げ
た

『西
宮
記
』

の
よ
う
な
形
で
宣

旨

の
重
要
性
を
説
く
文
献
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。

確
か
に
、
奈
良
時
代
の

「宣
」

の
語
を
含
む
文
書
が
多
く
の
こ
さ
れ
て

(15

)

い
る
。

し
か
し
、
吉
川
真
司
氏

の
よ
う
に
状
型
の
宣
文
を
平
安
時
代

の
宣

旨

の
原
形
と
す
る
の
は
、

い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。
日
本

の
官
司
に
案
巻
を

つ
く
る
複
雑
な
唐

の
判
が
と
り
入
れ
ら
れ
ず
、
官
司
内
で
決
定
権
を
も
つ

(
16

)

者

の
判
が
、
日
本

で

「宣
」

の
語
で
表
現
さ
れ
た
と
吉
川
氏

は
い
う
。

こ
の
点
は
確
か
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代

の

「宣
」

の
語
を
含
む
文
書

の

(
17

)

性
格

は
、
弁
官
宣
旨
の
そ
れ
と
異
な
る
。
吉
川
氏
は
宣
旨

の
前
身
で
あ

る

状
型
宣
文

の
例

と
し

て
、
天
平
宝
字
四
年

(七
六
〇
)
の
大
師

(藤
原
仲
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麻
呂
)
の
宣
に
も
と
つ
く
文
書

を
上
げ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
坤
宮
大
疏
が

宣
を
う
け
て
、

一
切
経
を
写
す

た
め
の
紙
や
墨
な
ど
を
造
寺
司
主
典
に
求

め
た
文
書

(『大
日
本
史
料
』

一
編

一
四
巻
三
〇
八
頁
)
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
造
寺
司
が
坤
宮
官
の
管
轄
下
に
あ

っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
さ
ら
に
、
坤
宮
大
疏
が
大
師

の
命
令
を

つ
た
え
る
職
務
を
日
常
的

に
も

っ
て
い
た
と
も
思
え
な
い
。

つ
ま
り
、
奈
良
時
代

に
あ

っ
て
表
む
き

`

の
命
令

は
公
式
様
文
書

で
出
さ
れ
、
「宣
」

の
語
を
も

つ
文
書

は
官
司
間

の
管
轄
関
係
を
は
な
れ
た
表
む
き
で
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

そ
う
で
あ

っ
て
も
、
「
宣
」

の
語
を
も

つ
文
書

の
形
式
が
、
八
世
紀
な

か
ぽ
に
生
じ
た
上
卿
が
発
す
る
太
政
官
符
に
つ
ら
な
り
、
そ
の
形
の
太
政

官
符
が
弁
官
宣
旨
を
派
生
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

(
18
V

吉
川
真
司
氏
は
、
宣
は
判
を
あ
ら
わ
す
と
み
た
う
え
で
、
律
令
制
下

の

日
本
で
主
典
が
口
頭
で
公
文
を
読
み
申
し
、
そ
れ
に
判
官
以
上

の
誰
か
が

「宣
」

の
形
で
決
裁
す
る
政
務

が
行
わ
れ
た
と

い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

『延
喜
式
』
に
は
じ
め
て
み
え

る
形

の
も

の
で
、
九
世
紀

は
じ
め
の

「弘

仁
式
」
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
奈
良
時
代

に
は
、

万
事
を
官
司

の
長
官
が
決
定
す

る
律
令
官
制

の
原
則
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
も
思
え
る
。

つ
ぎ

に
、
近
年

の
成
果
を
と

り
入
れ

つ
つ
十
世
紀
前
半
に
い
た
る
太
政

官
の
政
務

の
変
化
を
み
て
い
こ
う
。

二
、

外
記
政
か
ら
陣
申
文

へ

律
令
太
政
官
制

の
原
則
が
し
だ
い
に
崩
れ
、
十
世
紀
前
半

に
は
律
令

の

あ
り
か
た
と
異
質
な
上
卿
に
よ
る
政
務

の
分
担
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
こ
の
変
化
は
徐
々
に
す
す
め
ら
れ
た
。
元
来
、
大
納
言
と
少
納
言
と

は
、
天
皇

の
近
臣

の
立
場
で
左
右
大
臣
、
弁
官
な
ど
の
動
き
を
牽
制
す
べ

き
役
割
に
あ

っ
た
。

し
か
し
、
早
い
時
期
か
ら
大
納
言
は
左
右
大
臣
と
同
質
の
官
職

で
あ
る

と
考
、兄
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
定
員
四
人
で
あ

っ
た
大
納
言

が
定
員
二
人

に
な
り
、
中
納
言
三
人
が
お
か
れ
る
と
、
左
大
臣
、
右
大
臣
、

大
納
言
、
中
納
言

の
四
者
は
上
下
関
係
に
あ
る
同
質

の
官
職
と
し
て
扱
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
上
位

の
者
を
す
べ
て
欠
く
と
き
は
、
中
納
言
が
左
大
臣

の
職

務

の
あ

る
部
分
を
分
担
し
得
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
養
老
令
制
に

(
19

)

お
け
る
少
納
言
の
権
限
の
後
退
は
、
そ
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
左
右
大
臣
と
大
中
納
言
の
同
質
化
が
、

の
ち
の
上
卿
に
よ
る
政
務

の

分
担
に
つ
な
が

る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。

奈
良
時
代
末

に
、
太
政
官

の
政
務

の
変
質
の
き
ざ
し
が
あ
ら
わ
れ
て
い

(
20

)

た
。
公
卿

の
内
裏
侍
候
が
は
じ
ま
り
、
参
議
以
上
に
天
皇
と
接
す
る
機
会

が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
、
宝
亀
年
間

(七
七
〇
1
八
○
)
ご
ろ

(21

)

か
ら
、
勅
命
を
き
く
こ
と
の
意
義
が
低
下
し
た
。

こ
れ
は
、
上
宣
制

つ
ま
ウ
公
卿

の

「宣
」

の
形
で
太
政
官
が
文
書
を
出

す
こ
と
の
広
ま
り
と
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
。
吉
川
真
司
氏
は
、
上
宣
は
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筆
頭
公
卿

の
宣
を
基
本
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
、兄
、
藤
原
永
手

の
宣
を

う
け
た
文
書
が
連
続
す
る
点
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
上
宣
制
が
称
徳
朝

(22
)

に
で
き
、
そ
れ
は
申
文
刺
文

の
作
法
と
深
く
か
か
わ
る
と
す
る
。

申
文
刺
文
と
は
、
申
文
を
ま
と
め
て
文
刺

に
は
さ
ん
で
上
位

の
公
卿
や

天
皇

に
さ
し
出
し
判
断
を
あ
お
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
政
官
が
扱

う
文
書
を
文
刺

に
は
さ
ま
ず
、

は
こ
に
入
れ
て
や
り
と
り
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。
荷
前

の
と
き
は

「
入
レ
筥
」
(『西
宮
記
』
恒
例
第
三
十
二
月
荷
前
事

等
条
)
の
形
で
、
文
書
を
奏
聞

し
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
点

で
太
政
官

の
政
務
の
大
筋
は
令
制

の
原
則
通
り
に

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
称
徳
朝

の
変
化
は
、
限
ら
れ
た
儀
式
上
の
こ

と
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
太
政
官

の
政
務

の
よ
り
重
要
な
変
質
は
太
政

官

の
政
務
が
内
裏

に
も
ち
込
ま
れ
た
こ
と

に
よ
り
大
幅
に
簡
略
化
し
た
九

世
紀
は
じ
め
に
み
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
時
期

に
政
務
が
外
記
政

(
23

)

の
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
南

所
申
文
も

つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
太
政
官
政

治
は
略
式
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時

に
外
記
宣
旨
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
例
数
は

少
な
く
重
要
事
項
を
決
定
す
る
も

の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期

に
、
太

政
官

の
命
令
を
主
に
太
政
官
符

で
発
す
る
原
則
が
生
き
て
い
た
。

大
隅
清
陽
氏
は
、

こ
の
時
期

に
太
政
官
が
内
裏

に
吸
収
さ
れ
た
の
に
対

し
、
弁
官
が
太
政
官
曹
司
庁

に
と
り
の
こ
さ
れ
た
こ
と
が
外
記
宣
旨

の
成

(
24

)

立
と
か
か
わ
る
と
す
る
。
昇
殿
制
も
、
太
政
官

の
政
務

の
内
裏

へ
の
吸
収

(
25

)

に
よ

っ
て
う
ま
れ
た
。

外
記
政
で
は
し
だ
い
に
、
そ

の
日
に
出
仕
し
た
公
卿

の
上
位

の
者
が
政

務
を
と
り
し
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
令

制

の
原
則
で
は
太
政
官
の
政
務
は

「総
判
」
を
職
務
と
す
る
左
大
臣
か
右

大
臣

の
責
任
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
承
和
三
年

(八

三
六
)
四
月
二
十
七
日
に
、
は
じ
め
て
こ
の
原
則
が
崩
さ
れ
た
。
弁
官

は

「見
参
中
納
言
以
上
」
に
政
を
申

せ
と
す
る
外
記
宣
旨
が
出

て
い
る

(『類

聚
符
宣
抄
』
巻
六
外
記
職
掌
条
)。
こ
れ
は
、
左
大
臣
、
右
大
臣
が
関
与

せ

ず
に
太
政
官

の
政
務
を
処
理
し
う
る
新

た
な
形
を

つ
く
る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
上
卿

に
相
当
す
る
役
割
を
、
中
納
言
以
上

の
者
な
ら
誰
で

も

つ
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
動
き
は
、
所
々
の
整
備
と
別
当
制

の
発
展
と
並
行
す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
太
政
官

の
政
務
が
形
式
化
、
儀
式
化
す
る
と
と
も

に
、
天
皇

の
家
産
職
員
的
性
格
を

つ
よ
く
も

つ
所
々
が
朝
廷
の
政
務

の
実

(
26
)

質
的
な
担

い
手

に
な

っ
て
い
っ
た
。

九
世
紀
前
半

に
、
天
皇

の
身
辺

に
仕
え
る
殿
上
侍
臣
と
近
衛
次
将
が

所
々
別
当
と
な

っ
て
以
来
、
所
々
の
重
要
性
は
き
わ
め
て
ゆ

っ
く
り
し
た

形
で
拡
大
し
て
い

っ
た
。
九
世
紀
末
も
し
く
は
十
世
紀
は
じ
め
に
は
じ
ま

る
殿
上
所
充
は
、
所
々
が
国
政

に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な

っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

摂
関
期
に
は
、
摂
政
も
し
く
は
関
白
と
、
太
政
官
を
代
表
す
る

一
上
、

所
々
を
治
め
る
蔵
人
所
別
当

の
三
者
を
抑
え
て
は
じ
め
て
思
う
ま
ま
に
朝

廷
を
動
か
せ
る
力
を
も
ち
得

る
形
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
九

世
紀
に
発
さ
れ
た
早

い
時
期
の
弁
官
宣
旨
の
例

の
多
く
が
俗
別
当
が
発
し

(
27
)

た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
別
当
制
が
政
務
の
方
式

の
革
新
を
う
み
出
す
斬
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新
な
制
度
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

る
も

の
で
あ
ろ
う
。

外
記
宣
旨
が
日
常
的
に
つ
く
ら
れ
、
弁
官
宣
旨
が
必
要
に
応
じ
て
つ
く

ら
れ
る
形
で
、
九
世
紀
末
に
太
政
官

の
政
務

の
簡
略
化
が
す
す
ん
で
い
た
。

そ
し
て
、
そ
の
時
期

に
南
所
申
文
に
並
行
し
て
陣
申
文
も
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
『類
聚
符
宣
抄
』

巻
六
雑
例
条

に
は
、
弁
官

の
申
政
を

「左

近
陣
」
で
申

さ
し
め
よ
う
と
す

る
元
慶
八
年

(八
八
四
)
五
月
九
日
の
外

記
宣
旨
が
あ

る
。

つ
ぎ
に
、
以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
う
え
に
、
十
世
紀
前
半

の
太
政
官
政

治
に
ど

の
よ
う
な
転
換
が
な
さ
れ
た
か
考
え
て
い
こ
う
。

三
、
太
政
官
政
治

の
形
式
化

藤
原
忠
平
政
権

の
時
代
を
中

心
と
す
る
十
世
紀
前
半

に
、
い
く
人
か
の

大
納
言
、
中
納
言
が
上
卿
と
し

て
国
政
を
分
担
し
、
弁
官
宣
旨
が
し
き
り

に
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
九
世
紀
末
ご
ろ
で
き
た
陣

申
文
が
国
政

の
中
心
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
28
)

こ
の
こ
と
に
関
す
る
、
大
隅
清
陽
氏
の
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
九

・

十
世
紀

の
交
に
結
政
所
が
成
立

し
、
弁
官

の
内
裏

へ
の
吸
収
が
完
了
し
た

こ
と
に
よ
り
、
十
世
紀
以
降
、
内
裏

で
弁
官
宣
旨
が

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
、
政
務

の
内
裏

へ
の
持
ち
こ
み

が
、
太
政
官

の
政
務

の
簡
略
化

を
す
す
め
、
陣
申
文
や
弁
官
宣
旨
を
国
政

の
中
心
に
お
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

陣
申
文
を
核
と
す
る
太
政
官
政
治
は
、
摂
関
期

つ
ま
り
十

一
世
紀
な
か

ば
ご
ろ
ま
で
う
け

つ
が
れ
る
が

、
そ
れ
は
、
十
世
紀
な
か
ば
頃
か
ら
し
だ

い
に
形
式
化
し
て
い

っ
た
。
『西
宮
記
』
巻
二
臨
時
二
諸
宣
旨
例
条

に
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

諸

宣

旨

例

(中
略

)
。

一
、

諸

司

・
諸

寺

・
所

々
別

当

事

。

こ
の
あ
と
に
、
上
卿
が
勅
を
う
け
た
ま
わ

っ
て
弁
官
に
仰
せ
て
、
別
当

の
欠
員
を
調
べ
さ
せ
、
天
皇
と
と
も
に
別
当
任
命

の
定
文
を
つ
く

っ
て
弁

官
に
給

い
宣
旨
を
下
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
弁
官
宣
旨
で
扱
う
事
項
の
最

初
に
別
当

の
任
命
が
お
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
貴
族
層

の
大
き
な
関
心

事
で
あ

っ
た
事
を
物
語
る
。
『西
宮
記
』

の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
た
十
世

紀
末
に
、
所
々
が
国
政

の
重
要
な
部
分
を
握
り

つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

曽
我
良
成
氏
が
、
陣
申
文
な
ど
を
扱

っ
た
詳
細
な
研
究
を
発
表
し
て
い

る
。
そ
の
中

で
氏
は
、
陣
申
文
の
衰
退
が
陣
定
が
国
政

の
中
心
に
く
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
す
る
点
や
、
南
所
申
文
が
陣
申
文
を
よ
り
簡
略
し
た
も

(29
)

の
で
あ
る
と
す
る
点
に
関
す
る
私
見
を
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
曽
我
氏
の
論
文
を
て
ね
い
に
読
ん
で
い
く
と
氏
の
説
も
私

の

見
解
も
大
筋
で
ち
が
わ
な

い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
曽
我
氏

は
、
南
所
申

文
は
大
、
中
納
言
が
上
卿
に
な
り

「申
大
中
納
言
雑
事
」
を
処
理
し
、
陣

申
文
は
主
に
大
臣
が
上
卿
を

つ
と
め
て

「申

一
上
雑
事
」
と
南
所
で
上

に

(
30
)

申
せ
と
さ
れ
た
も

の
を
扱
う
慣
例
が
あ

っ
た
と
い
う
。

後
者
が
前
者
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
摂
関
期
ご

ろ
ま
で
太
政
官
が
扱
う
大
事
は
南
所
申
文
で
な
く
陣
申
文
に
も
ち
込
ま
れ
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た
と
み
る
の
が
よ
い
。
そ
し
て
、
当
時
の
太
政
官

の
政
務

の
大
部
分
は
諸

司
、
諸
国
か
ら

の
申
請
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

る
か
ら
、
陣
申
文
が
太
政

官
政
治
の
核
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
曽
我
氏

は
十
二
世
紀
後
半
以
降

の
記
録
に
み
え
る
申
文

の
儀

(31
)

礼
化
し
た
あ
り
さ
ま
を
記
す
記

事
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
奏
事
に
政
務

処
理
の
実
質
が
移

っ
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
申
文
が
衰
退
し
た
と
い
う
。

申
文
か
ら
陣
定
と
い
う
評
価
は
、
あ
る
面
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

申
文
か
ら
奏
事

へ
と
い
う
み
か

た
も

一
面
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
き
な
流
れ
の
う
え
で
み
れ
ぽ
、
律
令
制

の
原
則
を
ふ
ま
、兄

た
陣
申
文

の
形
を
と
る
太
政
官

の
政
務
が
院
政
期
に
衰
え
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
以
後

は
律
令
制

の
原
理
を
は
ず
れ
た
形
式

の
政
務
が
公
認
さ
れ
、

天
皇
も
し
く
は
上
皇

(法
皇
)

の
側
近

の
集
団
が
政
務
を
把
握
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
院
政
期

の
陣
定
は
、
院
の
意
向
を
う
け
た

有
力
者
が
指
導
す
る
集
ま
り
と

し
て
の
性
質
を
つ
よ
く
も
ち
、
も
は
や
公

卿

の
合
議

の
場
で
は
な
く
な

っ
て
い
た
。

そ
の
意
味

で
、
十

一
世
紀
は
じ
め
か
ら
官
方
、
外
記
方
、
蔵
人
方
と

い

(
32
)

っ
た
名
称
が
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
官
方
を
握
る
大
夫
史
、
外
記
方
を
指
導
す
る
大
外
記
と
い
っ
た
実

務
担
当

の
下
級
官
僚
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い

る
。太

政
官
の
政
務
が
形
式
化
し
、
そ
の
権
限
が
実
務
担
当
者

に
移
り
つ
つ

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、

官
務
家
と
局
務
家
と
が
、
太
政
官

の
政
務

の
か
な
り
の
部
分
を
請
負
う
形
が

つ
く
ら
れ
て
い
く
。

摂
関
期
の
陣
定

で
、
真
剣

に
国
政
の
審
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で

(33
)

あ
る
。
し
か
し
、
当
時

の
太
政
官
の
組
織

の
中
に
地
方
政
治
を
直
接
把
握

し
う
る
機
構
が
な

い
。
地
方
政
治
を
国
司

(受
領
)
に
委
ね
る
形
を
と
る

以
上
、
太
政
官
は
し
だ

い
に
国
政
か
ら
は
な
れ
て
い
き
、
や
が
て
受
領
層

を
院
近
臣
と
し
て
組
織
し
た
院
庁
に
主
役
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

つ
ま
り
、
十
世
紀
前
半

か
ら
十

一
世
紀
な
か
ば

に
か
け
て
の
時
期
は
、

太
政
官
政
治
が
そ

の
実
質
を
保
ち
得
た
最
後

の
時
代

で
あ

っ
た
と
評
価
で

き
る
。

む

す

び

屋
上
屋
を
か
さ
ね
る
よ
う
に
、
前

に
発
表
し
た
私
見
を
補
う
考
察
を
す

す
め
て
き
た
が
、
十
世
紀
前
半

の
太
政
官
制

の
変
質
に
つ
い
て
の
私

の
見

通
し
は
、
お
お
む
ね
も
と
の
ま
ま
で
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「律
令
」

に
規
定
さ
れ
た
太
政
官

の
政
務
は
、
少

し
ず

つ
簡
略
化
さ
れ

て
い
き
、
最
後
は
中
納
言
以
上
か
ら
成
る
上
卿
が
政
務
を
分
担
し
、
弁
官

宣
旨
を
用
い
て
太
政
官
の
命
令
を
出
す
形

に
な

っ
た
。
今
回
、
先
学

の
業

績
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
よ
う
な
変
質
が
す
す
め
ら
れ
た
過
程
を
、
多
少

で
も
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
る
。

大
き
な
流
れ
で
み
れ
ば
、
大
和
朝
廷
は
そ
の
発
足
以
来
、
有
力
豪
族

の

連
合
政
権
と
し
て
の
性
格
を
も
ち

つ
づ
け
た
。
こ
れ
を
、
畿
内
政
権
と
し

て
と
ら
え
る
学
者
も
多

い
。

七
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
、
有
力
豪
族

の
合
議
が
国
政
を
に
な
う
大
夫
制
が

つ
く
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
孝
徳
朝
か
ら

「大
宝
律
令
」
制
定
に
い
た
る
政
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弁官宣旨と上卿

治
改
革

の
背
後
に
、
合
議
を
重

ん
じ
る
大
夫
勢
力
が
あ

っ
た
。

唐

の
律
令
は
、
皇
帝

の
専
制

の
も
と
の
官
僚
制
を
指
向
す
る
法

で
あ

っ

た
。
そ

の
た
め
、
律
令
制

の
受
容
は
天
皇
専
制
に
つ
な
が
る
も

の
と
い
え

た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
唐

の
官
制
が
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
ら
れ
ず

に
、

唐

の
も
の
を
崩
し
た
太
政
官
制

が
考
案
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
天
皇
専
制
と
貴
族
制
と
の
二
つ
の
方
向
性
を
あ
わ
せ
も

つ
も

の
で
あ

っ
た
が
、
令
制
の
原
則

で
は
左
大
臣
、
右
大
臣
に
太
政
官
政
治

の

す
べ
て
の
権
限
を
集
中
す
る
形
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
天
皇
が
自

分
の
気

に
い
っ
た
者
を
左
大
臣

や
右
大
臣
に
任
命
し
、
貴
族
層
全
体
の
意

向

に
反
す
る
政
治
を
行
な
う
可
能
性
を
の
こ
す
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た

め
、
し
だ

い
に
貴
族
層

の
手
で
、
太
政
官
政
治
が
貴
族
政
治
に
あ
う
も
の

に
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ

の
行
き
着

い
た
と
こ
ろ
が
、
上
卿

に
よ
る

国
政
の
分
担

の
形
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
貴
族

の
代
表
者
か
ら
成

る

公
卿

に
よ
る
合
議

で
政
治
を
動

か
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
に
よ

っ
て
つ

く
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
公
卿
は
形
式

の
上
で
も
国
政
全
般

を
把
握
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

太
政
官
政
治

の
大
き
な
流
れ
は
こ
の
よ
う

に
な
る
が
、
太
政
官
政
治

の

行
き

つ
い
た
と
こ
ろ
の
先
に
、

そ
れ
と
異
な
る
原
理
に
た
つ
院

の
専
制

の

も
と

の
院
政
が
う
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
興
味
深

い
。

↑ 註

武
光
誠

「奈
良

・
平
安
時
代
の
太
政
官
政
治
と
宣
旨
」
(土
田
直
鎮

先
生

還
暦

記
念

会

編

『
奈
良

平

安
時

代

論
集

』

下
巻
、

吉

川
弘

文

館
刊

、

一
九

八

四
年
)
・
「摂

関

期

の
太

政
官

政

治

の
特

質
」

(
『
ヒ
ス
ト

リ

ア
』

一

〇
六

、

一
九

八
五
年

)
。

(
2
)

武

光
誠

「
弾
正

台

と
中

国

の
御

史

制
度

」

(
『
日
本

歴

史
』

三

五

八
、

一
九

七

八
年
)
・
「
律

令

太

政

官

制

の
形

成

」

(武

光

誠

『
日

本
古

代

国
家

と
律

令

制
』
、
吉

川

弘

文
館

刊

、

一
九

八
四

年
)
・
「
神

祗

官

と

太
政

官

と

の
関
係

」

(武

光

誠

『
律
令

太

政
官

制

の
研

究

』
、
吉

川

弘
文

館

刊
、

一
九

九

九
年

)
。

(3
)

曽
我

良
成

「
王
朝

国
家
期

に
お

け

る
太
政

官

政
務

処

理

手
続

に

つ
い

て
」

(坂

本
賞

三
編

『
王
朝

国
家

国

政
史

の
研
究

』
、

吉
川

弘

文
館

刊

、

一

九

八

七
年

)
・
吉

川

真

司

「奈

良

時

代

の
宣

」

(『
史

林
』

七

一
-

四
、

一

九

八

八
年

の
ち

『
律

令

官
僚

制

の
研

究
』

後

掲

所
収

)
・
早

川

庄

八

『
宣

旨
試

論
』

(岩
波

書

店
刊

、

一
九

九
〇

年

)
・
大

隅

清
陽

「弁

官

の
変

質

と

律
令

太

政

官

制
」

(
『史

学

雑

誌
』

一
〇

〇

1

=

、

一
九

九

一
年
)
・
吉

川
真

司

「申

文

刺
文

考

」

(
『
日
本

史

研
究

』

三
八

二
、

一
九

九

四
年

の
ち

『
律
令

官

僚

制

の
研

究
』

後

掲

所

収
)
・
吉

川

真

司

「
上

宣

制

の
成

立
」

(吉

川
真

司

『律
令

官
僚

制

の
研
究

』
、

塙
書

房
刊

、

一
九
九

八
年

)
。

(
4
)

武

光
誠

「
大

宝
令

制
少

納

言

の
成

立
」

(
『明

治

学
院

大

学

一
般

教
育

部

付

属

研

究

所

紀

要

』

二

二
、

一
九

九

八
年

)
・
「
監

物

と

太

政

官

制
」

(武

光

誠

『律

令

太

政

官

制

の
研

究
』
、
吉

川

弘

文

館

刊

、

一
九

九

九

年

)
・
「
太
政
官

の
判

官

に

つ
い

て
」

(
『明

治
学

院

大
学

一
般
教

育

部
付

属

研
究

所
紀

要
』

二
三
、

一
九
九

九
年

)
。

(5
)

武
光
誠

「
奈
良

・
平
安

時

代

の
太

政
官

政

治

と
宣

旨
」
(註

(
1
)
書

)
。

(
6
)

早
川
庄

八

『宣
旨

試
論

』

(註

(3
)

書
)
。

(
7
)

吉

川
真

司

「
奈
良

時
代

の
宣

」

(註

(3
)
書

)
。
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(
8
)

早

川
庄

八

『
宣
旨
試

論
』

(註

(
3
)
書

)

三
九

一
頁
。

(
9
)

早
川
庄

八

『
宣
旨

試
論

』

(註

(
3
)
書

)

四
頁
。

(
10
)

早
川
庄

八

『
宣
旨

試
論

』

(註

(
3
)
書

)

二
三

一
頁
。

(
11
)

岡

野
浩

二

「
九
、
十

世

紀

の
官

宣
旨

」

(『
日
本

史

研
究

』

三

八
七
、

一
九

九

四
年

)
。

(12
)

森

田
悌

「
官
宣

旨

の
初

見

と

召
物

官
宣

旨

」

(
『
国
書

逸
文

研

究
』

二

五
、

一
九

九

二
年
)
。

(13
)

早

川
庄

八

『宣

旨
試

論
』

(註

(
3
)
書

)

二
〇
九
頁

。

(
14
)

早

川
庄

八

『宣

旨
試

論
』

(註

(
3
)
書

)
三

九

一
頁

。

(
15
)

吉

川
真

司

「
奈
良
時

代

の
宣

」

(註

(
3
)
書

)

一
九

一
頁
。

(
16
)

吉

川
真

司

「
奈
良

時
代

の
宣

」

(註

(
3
)
書

)

二
〇

三
頁
。

(
17
)

吉

川
真

司

「
奈
良

時
代

の
宣

」

(註

(
3
)
書

)

一
九

一
頁
。

(
18
)

吉

川
真

司

「
奈
良

時
代

の
宣

」

(註

(3
)
書

)

二
〇

五
頁
。

(
19
)

武

光
誠

「
大
宝
令

制
少

納
言

の
成

立
」

(註

(
4
)
)
参

照
。

(
20
)

吉

川
真

司

「律

令

時

代

の
女

官

」

(女

性

史

総

合

研

究

会

編

『
日

本

女
性

生

活
史

』

一
、
東

京

大
学

出

版
会

刊
、

一
九
九

〇
年

)

の
ち

『律

令

官
僚

制

の
研
究

』
前

掲
所

収

一
〇

二
頁
。

(21
)

古

市

晃

「
律
令

制

下

に

お
け

る
勅

命

の
口
頭

伝
達

に

つ
い

て
」

(吉

田
晶
編

『日

本
古

代

の
国

家

と
村

落
』

塙
書

房

刊
、

一
九
九

八
年

)

三
九

五
頁
。

(
22
)

吉

川
真

司

「
上
宣

制

の
成
立

」

(
註

(3
)
書

)

二
九

〇
頁
。

(
23
)

吉

川
真

司

「
申
文

刺
文

考
」

(註

(
3
)
書

)

二
四
六
頁

。

(24
)

大
隅

清

陽

「
弁

官

の
変

質

と
律

令

太
政

官

制

」

(註

(3
)
書

)

一

七
頁

。

(25
)

古

瀬
奈

津

子

「
昇

殿

制

の
成

立
」

(青
木

和

夫

先

生

還
暦

記

念

会

編

『
日
本
古

代

の
政

治

と
社

会
』
、
吉

川

弘
文

館
刊

、

一
九

八

七
年

刊
)

参

照
。

(
26
)

今

正
秀

「
王
朝

国
家

に
お

け

る

別

当

制

と

政

務

運

営
」

(
『史

学

研

究
』

一
九

九
、

一
九

九

三

年

)
・
佐

藤

全

敏

「所

々
別

当

制

の

特

質

」

(
『史

学
雑

誌
』

一
〇

六

-
三
、

一
九

九
七
年

)

参
照

。

(27
)

岡

野
浩

二

「九

・
十

世
紀

の
官

宣
旨

」

(註

(4
)
書

)

六
三
頁

。

(28
)

大

隅
清

陽

「
弁
官

の
変

質

と
太

政
官

制

」

(註

(
3
)
書

)
三

三

頁
。

(29
)

曽
我

良
成

「
王
朝

国
家
期

に
お

け

る
太

政
官

の
政

務

処

理
手

続

に

つ

い
て
」

(註

(
3
)
書
)
。

(
30
)

曽

我
良

成

「
王
朝

国
家

期

に
お
け

る
太

政
官

の
政
務

処

理
手

続

に

つ

い
て
」

(註

(
3
)
書

)

一
六
〇
頁

。

(
31
)

曽

我
良

成

「
王
朝

国
家

期

に
お
け

る
太

政

官

の
政
務

処

理

手
続

に

つ

い
て
」

(註

(
3
)
書

)

一
六

八
頁
。

(32
)

中
原

俊

章

「
平
安

中

後
期

の
官

人
」

(『
歴
史

評

論
』

五

五
九

、

一
九

九

六
年
)

参
照

。

(33
)

大

津
透

「
摂

関

期

の
国
家

構

造
」

(
『古

代

文
化

』

四

八

-
二
、

一
九

九

六

年
)
・
大

津

透

「
摂

関

期

の
陣

定

」

(
『
山

梨
大

学

教

育

学

部
研

究

報

告

』

四
六
、

一
九

九
六
年

)
参

照
。
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